
東北農政局

国が、飼料用米の出荷状況を確認します！



主食用米への横流しは、交付金の不適正
な受給となります。定められた用途に適正
に流通させてください。

１ 不適正な出荷等が確認された場合には、以下の措置を講じます

２ 取組方法に応じて決められた数量を出荷してください！

３ 不適正な出荷等の情報をお寄せください！

情報提供及び問い合わせ先


